
壌

旦

提

出

鏡

案

第

　

九

　

号

国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
革
に
関
す
る
意
見
書

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

､

別

紙

の

と

お

り

内

閣

捻

理

大

臣

､

内

閣

官

房

長

官

､

大

蔵

大

臣

､

厚

生

大

臣

､

自
治
大
臣
に
意
見
書
を
提
出
す
る
｡

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

提

出

者

　

　

　

三

朝

町

礁

金

銭

鼻

　

藤

　

井

　

十

　

成

賛

成

者

　

　

　

三

朝

町

議

会

練

兵

　

石

　

山

　

利

　

男

賛

成

者

　

　

三

朝

町

域

金

銭

旦

　

山

　

本

　

　

　

仁

昭
和
六
弐
隼
拾
弐
円
弐
士
冒
　
原
案
可
決

三
朝
町
議
会
議
長
安
井
由
行



国
民
糠
兼
保
険
制
度
の
改
革
に
坪
す
る
意
見
書

こ
の
た
び
厚
生
省
が
国
保
開
港
懇
故
金
に
捷
出
し
た
｢
国
保
制
定
の
練
潜
と
改
革
の
基
本
的
考
え
方
｣

は
､
国
保
財
政
危
織
の
最
大
の
原
因
が
'
医
簾
費
の
積
兼
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
れ
に
対
す
る
具

体
的
か
つ
実
助
の
あ
る
対
策
等
が
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
.
福
祉
医
東
羽
衣
の
封
投
あ
る
い
は
地

域
善
錦
斐
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
'
小
手
先
の
施
策
を
鱒
i
)
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

耳
生
省
が
捷
某
し
て
い
る
禎
祉
医
棄
制
定
は
'
低
所
得
者
自
身
の
自
己
負
担
と
給
付
に
か
か
る
改
昔
が

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
､
単
に
低
所
得
者
膚
を
分
離
L
t
　
地
方
に
負
担
を
押
し
っ
け
る
も
の
に
遺
ぎ
ず
'
福

祉
の
名
に
健
す
る
制
定
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
｡
ま
た
'
地
域
善
綱
荘
シ
ス
テ
ム
も
単
に
回
か
ら
地
方

へ
負
担
を
転
汝
す
る
も
の
で
あ
り
､
東
に
'
老
人
保
健
医
簾
賛
拠
出
金
の
見
直
し
は
'
単
な
る
国
庫
補
助

率
の
引
卓
下
げ
を
意
図
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ
ら
は
'
い
ず
れ
も
真
に
国
保
の
安
定
運
営
を
確
保

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
'
医
廉
保
投
行
政
に
対
す
る
荘
生
省
の
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
に
は
か
な
ら

な

い

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

｡

国
保
朝
丘
に
つ
い
て
は
､
そ
の
安
定
し
た
蓮
昔
を
確
保
す
る
た
め
医
簾
賓
の
遭
正
化
を
強
力
に
推
進
す

る
と
と
も
に
､
今
後
医
簾
保
投
常
圧
の
]
元
化
の
な
か
で
暗
広
-
基
本
的
な
投
打
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る
｡

よ

っ

て

'

三

朝

町

繊

金

は

､

厚

生

省

が

今

回

捷

某

し

て

い

る

改

革

集

に

は

'

反

対

で

あ

る

.

以
上
､
地
方
自
治
法
弟
九
十
九
条
弟
二
項
の
規
定
に
よ
り
､
意
見
書
を
捷
出
す
る
｡

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日鳥

　

取

　

県

　

三

　

朝

　

町

　

境

　

金


